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【記載例１－２】「すまい給付金」の交付を受けた新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除

を受ける場合で共有持分があり住宅借入金等が連帯債務であるとき 

 

 

居住開始年月日             平成 26年 10月 31日 

家屋に関する事項             土地等に関する事項 

 持分 本人：２分の１、配偶者：２分の１  持分 本人：２分の１、配偶者：２分の１ 

家屋の取得対価の額  20,000,000円    土地等の取得対価の額  25,000,000円 

家屋の総床面積    100.00㎡          土地等の総面積     120.00㎡ 

うち居住用      100.00㎡        うち居住用      120.00㎡ 

  交付を受けるすまい給付金の額（平成 26年 12月 15日交付） 

本人：100,000円、配偶者:150,000円 

住宅借入金等に関する事項 

  住宅借入金等の内訳          住宅及び土地等 

  年末残高(当初借入金額)        29,500,000円(30,000,000円) 

 ※１ 住宅借入金等は本人と配偶者の連帯債務（負担割合のとりきめなし） 

※２ 工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写し等から特定取得に該当 

※３ 家屋は認定住宅に該当しない 

 

設 例 
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〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

 

 
（注）１ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、二面の「住宅借入金等特別

控除の適用を受ける場合」の番号「１」を記載する。 

   ２ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載し、その末尾に（特定）

と記載する(例：平成 26年 10月 31日居住開始（特定）)。 

２６ １０ ３１ 

１９８０００００ 

９９０００００ 

１００ ００ 

１００ ０ 

１２０ ００ 

１００ ０ 

２９５０００００ 

２２４０００００ 

２５００００００ 

１００ ０ 

１２５０００００ 

１４７５００００ 

１ 

１４７５ 

５０ ００ 

１２０ ００ 

１４７５００００ 

１４７５００００ 

１００ ００ 

１４７５００００ 

２ ２ １ １ 
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〔控除額計算明細書二面〕 

 

 １４，７５０，０００ 

 １４７，５ 
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２０,０００,０００ 

２００,０００ 

２６ １２ １５ ２００,０００ すまい給付金 

国税 太郎 ２６  

２５,０００,０００ 

        ０ 

２５,０００,０００ １９,８００,０００ 

（注）共有持分を有する家屋に関しすまい給付金の交付を受ける
場合には、実際に交付を受けた金額でなく、（交付を受けた金
額）÷（家屋の共有持分）で計算した金額を記載する。 

（例）交付額 100,000円、家屋の共有持分 １／２ 
    100,000÷（１／２）＝200,000円 ⇒200,000と記載する。 
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国税太郎 国税花子 

２ ２ 

１ １ 

20,000,000 

10,000,000 10,000,000 

１ 

２ ２ 

１ 

25,000,000 

12,500,000 12,500,000 

22,500,000 22,500,000 

0 0 0 

30,000,000 

29,500,000 

7,500,000 7,500,000 15,000,000 

15,000,000 15,000,000 

50.00 50.00 

14,750,000 14,750,000 

14,750,000 14,750,000 
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（参考）配偶者の控除額計算明細書等の記載例 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

 

２６ １０ ３１ 

１９７０００００ 

９８５００００ 

１００ ００ 

１００ ０ 

１２０ ００ 

１００ ０ 

２９５０００００ 

２２３５００００ 

２５００００００ 

１００ ０ 

１２５０００００ 

１４７５００００ 

５０ ００ 

１２０ ００ 

１４７５００００ 

１４７５００００ 

１００ ００ 

１４７５００００ 

２ ２ １ １ 

１ 

１４７５ 
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〔控除額計算明細書二面〕 

 

 １４，７５０，０００ 

 １４７，５ 
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２０,０００,０００ 

３００,０００ 

２６ １２ １５ ３００,０００ すまい給付金 

国税 花子 ２６  

２５,０００,０００ 

        ０ 

２５,０００,０００ １９,７００,０００ 

（注）共有持分を有する家屋に関しすまい給付金の交付を受ける
場合には、実際に交付を受けた金額でなく、（交付を受けた金
額）÷（家屋の共有持分）で計算した金額を記載する。 

（例）交付額 150,000円、家屋の共有持分 １／２ 
    150,000÷（１／２）＝300,000円 ⇒300,000と記載する。 
 

 



4-9 

 

 

国税花子 国税太郎 

２ ２ 

１ １ 

20,000,000 

10,000,000 10,000,000 

１ 

２ ２ 

１ 

25,000,000 

12,500,000 12,500,000 

22,500,000 22,500,000 

0 0 0 

30,000,000 

29,500,000 

7,500,000 7,500,000 15,000,000 

15,000,000 15,000,000 

50.00 50.00 

14,750,000 14,750,000 

14,750,000 14,750,000 


